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告 示
栃木県告示第53号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項に規定する指定居宅サービス事業者を指定したので、同
法第78条の規定により次のとおり公示する。
　　令和８（2026）年１月27日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事業所番号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指定居宅サービス事業所 指 定 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0970803318 株式会社シーユーシー・
ホスピス
代表取締役
藪　康人

介護クラーク小山 小山市城東二丁目
18番25号

令 和 ８
（2026）年
１月１日

訪問介護

0960890226 株式会社シーユーシー・
ホスピス
代表取締役
藪　康人

看護クラーク小山 小山市城東二丁目
18番25号

令 和 ８
（2026）年
１月１日

訪問看護

0971600937 株式会社孫の手
代表取締役
浦野　幸子

デイホーム孫の
手・しもつけ

下野市石橋515番
地22

令 和 ８
（2026）年
１月１日

通所介護

0970501748 ＥＯＳ．Ｊ株式会社
代表取締役
江連　哲平

福祉用具ヒノヒカ
リ

鹿沼市千渡2304番
地10　リンゴハウ
ス東

令 和 ８
（2026）年
１月１日

福祉用具貸
与

0970501748 ＥＯＳ．Ｊ株式会社
代表取締役
江連　哲平

福祉用具ヒノヒカ
リ

鹿沼市千渡2304番
地10　リンゴハウ
ス東

令 和 ８
（2026）年
１月１日

特定福祉用
具販売

　───────────────────────────────────────────────



（54） 栃 木 県 公 報 第675号令和８（2026）年１月27日　火曜日

栃木県告示第54号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項に規定する指定介護予防サービス事業者を指定したの
で、同法第115条の10の規定により次のとおり公示する。
　　令和８（2026）年１月27日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事業所番号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指定介護予防サービス事業所 指 定 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0960890226 株式会社シーユーシー・
ホスピス
代表取締役
藪　康人

看護クラーク小山 小山市城東二丁目
18番25号

令 和 ８
（2026）年
１月１日

介護予防訪
問看護

0970501748 ＥＯＳ．Ｊ株式会社
代表取締役
江連　哲平

福祉用具ヒノヒカ
リ

鹿沼市千渡2304番
地10　リンゴハウ
ス東

令 和 ８
（2026）年
１月１日

介護予防福
祉用具貸与

0970501748 ＥＯＳ．Ｊ株式会社
代表取締役
江連　哲平

福祉用具ヒノヒカ
リ

鹿沼市千渡2304番
地10　リンゴハウ
ス東

令 和 ８
（2026）年
１月１日

特定介護予
防福祉用具
販売

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第55号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項の規定により指定居宅サービス事業者から指定居宅サー
ビスの事業の廃止の届出があったので、同法第78条の規定により次のとおり公示する。
　　令和８（2026）年１月27日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事業所番号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指定居宅サービス事業所 廃 止 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0970302329 OUR株式会社
代表社員
大野　剛

アワーケア栃木 栃木市都賀町合戦
場33-１　合戦場
南ハイツB203

令 和 ７
（2025）年
11月30日

訪問介護

0970800025 株式会社ニチイ学館
代表取締役社長
中川　創太

ニチイケアセン
ターおやま

小山市神鳥谷二丁
目13番14号

令 和 ７
（2025）年
10月31日

訪問入浴介
護

0960390094 株式会社CUREAL
代表取締役
君田　祥一

訪問看護リハビリ
ステーションつむ
ぎ

栃木市野中町1365
番地５　オーガス
タハイツ401号

令 和 ７
（2025）年
10月31日

訪問看護

0960390110 株式会社コミュニティケ
アさの
代表取締役
五十嵐　康典

りあん訪問看護リ
ハステーション

栃木市境町30番地
33

令 和 ７
（2025）年
12月31日

訪問看護

0970401477 医療法人社団亀田医院
理事長
亀田　千里

デイサービスゆめ
み

佐野市伊保内町
3841番地１

令 和 ７
（2025）年
10月31日

通所介護

0972301378 株式会社EKスタイル
代表取締役
江田　薫

株式会社EKスタ
イル介護事業部

栃木市岩舟町小野
寺3309番地

令 和 ７
（2025）年
11月30日

特定福祉用
具販売

　───────────────────────────────────────────────
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栃木県告示第56号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の５第２項の規定により指定介護予防サービス事業者から指定
介護予防サービスの事業の廃止の届出があったので、同法第115条の10の規定により次のとおり公示する。
　　令和８（2026）年１月27日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

介 護 保 険
事業所番号

事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指定介護予防サービス事業所 廃 止 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地

0970800025 株式会社ニチイ学館
代表取締役社長
中川　創太

ニチイケアセン
ターおやま

小山市神鳥谷二丁
目13番14号

令 和 ７
（2025）年
10月31日

介護予防訪
問入浴介護

0960390094 株式会社CUREAL
代表取締役
君田　祥一

訪問看護リハビリ
ステーションつむ
ぎ

栃木市野中町1365
番地５　オーガス
タハイツ401号

令 和 ７
（2025）年
10月31日

介護予防訪
問看護

0960390110 株式会社コミュニティケ
アさの
代表取締役
五十嵐　康典

りあん訪問看護リ
ハステーション

栃木市境町30番地
33

令 和 ７
（2025）年
12月31日

介護予防訪
問看護

0972301378 株式会社EKスタイル
代表取締役
江田　薫

株式会社EKスタ
イル介護事業部

栃木市岩舟町小野
寺3309番地

令 和 ７
（2025）年
11月30日

特定介護予
防福祉用具
販売

（高齢対策課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第57号
　次の保安林を解除予定保安林にしたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の２の規定により告示す
る。
　　令和８（2026）年１月27日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　解除予定保安林の所在場所
那須郡那珂川町馬頭字権現山2558-89（次の図に示す部分に限る。）
（「次の図」は省略し、その図面を栃木県庁及び那珂川町役場に備え置いて縦覧に供する。）

２　保安林として指定された目的
干害の防備

３　解除の理由
指定理由の消滅

（森林整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第58号
　次の事業の土地改良事業計画を変更したので、土地改良法（昭和24年法律第195号）第88条第18項において
準用する同法第87条第５項の規定により公告する。
　なお、同法第88条第18項において準用する同法第87条第５項の規定により、変更後の土地改良事業計画書の
写しを所轄農業振興事務所において縦覧に供する。
　この公告に係る決定については、所轄農業振興事務所を経由して、栃木県知事に同法第88条第18項において
準用する同法第87条第６項の審査請求をすることができる。
　　令和８（2026）年１月27日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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事 業 名 縦 覧 期 間 審 査 請 求 期 限 所 轄 農 業 振 興 事 務 所

県営百頭・県地区土地改良（区画整
理）事業

令和８（2026）年
１月28日から同年
２月26日まで

令和８（2026）年
３月13日

安足農業振興事務所

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第59号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和８（2026）年１月27日から同年２月25日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和８（2026）年１月27日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　県民の森矢板線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

272
前 矢板市長井2595-１から

矢板市長井2595-１まで 14.1 ～ 21.2 84.0

後 矢板市長井2595-１から
矢板市長井2595-１まで 18.5 ～ 24.8 84.0

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第60号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和８（2026）年１月27日から同年２月25日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和８（2026）年１月27日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

184 一 般 県 道
安 塚 雀 宮 線

宇都宮市五代２丁目863-１から
宇都宮市雀の宮４丁目722-２まで

令和８（2026）年
１月27日　

272 一 般 県 道
県民の森矢板線

矢板市長井字石切場2263-17から
矢板市長井字石切場2263-17まで

令和８（2026）年
１月27日　

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第61号
　建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「法」という。）第42条第１項第５号の規定により次のとおり道路
の位置の指定をしたので、建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条第１項の規定により公告す
る。
　なお、その関係図書は、建築指導課に備え、縦覧に供する。
　　令和８（2026）年１月27日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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発行人　栃木県　〒320-8501　宇都宮市塙田１丁目１番20号

道 路 の 種 類 道 路 の 位 置
道 路 の 延 長
及 び 幅 員

指定年月日

法第42条第１項第５号
の規定による道路

栃木県さくら市櫻野字弁才天1392-１の一
部

延長63.569ｍ
幅員4.880 ～
9.000ｍ

令和８（2026）年
１月15日

（建築指導課）　
　───────────────────────────────────────────────


